
(別添6）

変更前 変更後

・窓口において，申請内容や本人確認書類（身分証明書）の確認を厳格に行い，対象者以外
の情報入手の防止に努める。
・情報の入手の際には，所定の様式を利用することにより対象者以外の情報を入手すること
を防止する。
・委託医療機関から提出された予診票をシステムへ取込む際に、記録票に記載された氏名、
住所、生年月日等とマッチングを行い、適切な情報のみをシステムへ取込む。

<新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務における追加措置>
① 転入者本人からの個人番号の入手　当市区町村の転入者について、転出元市区町村へ
接種記録を照会するために、個人番号を　入手する際は、新接種券発行申請書兼接種記録
確認同意書等により本人同意を取得し、　さらに、番号法第16条に基づき、本人確認書類を
確認することで、対象者以外の情報の　入手を防止する。
② 転出先市区町村からの個人番号の入手　当市区町村からの転出者について、当市区町
村での接種記録を転出先市区町へ提供する　ため、転出先市区町村から個人番号を入手す
るが、その際は、転出先市区町村において、　本人同意及び本人確認が行われた情報だけを
ワクチン接種記録システムを通じて入手する。

・窓口において，申請内容や本人確認書類（身分証明書）の確認を厳格に行い，対象者以
外の情報入手の防止に努める。
・情報の入手の際には，所定の様式を利用することにより対象者以外の情報を入手するこ
とを防止する。
・委託医療機関から提出された予診票をシステムへ取込む際に、記録票に記載された氏
名、住所、生年月日等とマッチングを行い、適切な情報のみをシステムへ取込む。

<新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務における追加措置>
① 転入者本人からの個人番号の入手
　当市区町村の転入者について、転出元市区町村へ接種記録を照会するために、本人か
ら個人番号を入手する場合は、新接種券発行申請書兼接種記録確認同意書等により本人
同意を取得し、さらに、番号法第16条に基づき、本人確認書類を確認することで、対象者以
外の情報の入手を防止する。
②転出先市区町村からの個人番号の入手
　当市区町村からの転出者について、当市区町村での接種記録を転出先市区町へ提供す
るため、転出先市区町村から個人番号を入手するが、その際は、転出先市区町村におい
て、住民基本台帳等により照会対象者の個人番号であることを確認した上で、ワクチン接種
記録システムを通じて入手する。
③転出元市区町村からの接種記録の入手
　当市区町村への転入者について、転出元市区町村から接種記録を入手するが、その際
は、当市区町村において住民基本台帳等により照会対象者の個人番号であることを確認
し、当該個人番号に対応する個人の接種記録のみをワクチン接種記録システム(VRS)を通
じて入手する。
④新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の交付申請者からの個人番号の入手接種
者について、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の交付のために個人番号を入手
するのは、接種者から接種証明書の交付申請があった場合のみとし、さらに、番号法第16
条に基づき、本人確認書類を確認することで、対象者以外の情報の入手を防止する。
（新型コロナウイルス感染症予防接種証明書電子交付機能）
　交付申請には、個人番号カードのICチップ読み取り（券面事項入力補助AP）と暗証番号入
力（券面事項入力補助APの暗証番号）による二要素認証を必須とすることで、対象者以外
の情報の入手を防止する。


